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1．研究の目的

　歴史的建造物や自然環境を保護したり，住宅環境ある

いは都市環境を保全しつつ，都市を開発するために，さ
　　　　　　　　　　　　　　　　まざまな土地利用規制（たとえば，建蔽率規制，容積率

規制等）や開発規制が存在する。これらの規制によって

当該地域やその周辺の地域の開発が抑制される場合に

は，土地所有者の利益は著しく損なわれる。特に，都市

周辺の土地所有者は，開発が規制されることによって，

もし開発が許されるならば得られたであろう地代や地価

の上昇分の利益を失うことになる。環境保全という公共

の目的のためとはいえ，このような不利益を一部の人（当

該地域の土地所有者）だけに負担させるのは不公平であ

る。また，このために開発規制に対して反対が起こり，

環境の保全という目的自体の達成が困難になる。した

がって，環境を保全する場合には，さまざまな規制の導

入にともなって発生する所得分配の不公平の問題を解決

することが重要になる。

　このような不公平を是正するための手段として期待さ

れるものにTDR（TransferableDeveｌopmentRights；

譲渡性開発権）制度がある。この制度は，開発を許可さ

れた地域の開発利益を，市場メカニズムを通して，すべ

ての土地所有者（開発を許可された地域の土地所有者と

禁止された地域の土地所有者）に分配する機能をもった

制度である。これによって，開発を許可された地域と禁

止された地域の間に地代の格差があったとしても，開発

利益の一部を開発許可地域から環境保全地域へ移転する

ことによって，土地1単位当りの所得分配の格差を是正

することが期待される。

　本研究の目的は，第1に，TDR制度を導入すると，土

地所有者間の所得分配がどのように変化するかを分析

し，TDR制度がこれらの分配の不公平を改善する上で

有効な手段であるかどうかを検討し，第2に，TDR制度

の代替政策として家賃税や地代税，また容積率規制を考

えることによって，不公平を改善することができるかど

うか，また，そのときオフィス建設や住宅供給等の開発

に与える影響はどのようなものかを分析することにあ

る。以上の研究から，所得分配のゆがみを補正しつつ，

都市環境等を保全するためにはどのような政策を実施す

ることが望ましいかが明らかにされるであろう。

2．モデルの仮定と構造

　まず最初に，本稿では，次のような政策を実施してい

る地方政府（以下，政府と略す。）を考える。

Aｰ①　環境を保全するために，用途地域制を採用し，地

域の一部を環境保全地域に，それ以外の地域を開発許可

地域に指定する。開発許可地域では，住宅やオフィスビ

ルを建設してもよいし，農産物を生産してもよい。環境

保全地域では，農産物の生産は許可されるが，住宅やオ

フィスビルの建設は許可されない。このとき，地域全体

の面積をL，環境保全地域の面積をLｓ，開発許可地域の

面積をLuとすると，Lu＋Ls＝Lである。

A-②　開発許可地域の土地所有者と環境保全地域の土

地所有者の分配の不公平を緩和するためにTDR制度を

導入している。

　次に，本稿では，以下のように設計されたTDR制度を

考える。

A-③　この制度のもとでは，開発許可地域でオフィスビ

ル等を建設する場合に，ビルの所有者は，建設されるオ

フィスの容積1単位当り1単位のTDRを購入すること

が義務づけられる。

A-④政府は，土地所有者に対して土地1単位当りα

単位のTDRを与えるものとする。すると，TDRの総供

給量はαLとなる。

　最後に，モデルの諸仮定を述べておこう。

A-⑤　企業は，土地と資本の2生産要素を用いて，住宅

やオフィスを建設したり，農産物を生産する。建設され

るビル等の容積は床面積で測られ，Quで表されるものと

する。また，農産物の生産量はQ5で表されるものとする。

A-⑥　土地の賦存量は一定であり，Lで表される。

A-⑦　資本のレンタルプライス（ρ）は一定である。し

たがって，資本の供給の価格弾力性は無限大である。

A-⑧　オフィス建設による土地の限界生産性が非常に

大きく，環境保全地域に開発圧力が及ぷと，ビル建設が

禁止されているため，当該地域の土地所有者が開発利益

を失うものとする。

　この結果，均衡において，開発許可地域では，すべて

の土地（Lu）はビル建設のために投入され，農業のため

に投入されない。また，農業に投入される土地はLsとな

る。
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A-⑨　オフィス等の建設及び農業はともに完全競争産

業であるとする。

A-⑪両産業の生産関数とも，土地と資本に関して一次

同次関数であるものとする。

A-⑪　用途地域制が導入されているために，産業間の土

地の移動は不可能であるが，資本の移動は自由である。

A-⑫　Q5、財の価格（R）をニューメレールとする。

A-⑬　Qu，Q5の需要の所得弾力性はどちらとも1であ

るとする。
　以上の設定及び諸仮定をモデルで表現すると以下のよ

うになる。

［生産要素市場需給均衡条件］

αLi＝L／Qi，αki＝κi／Qi(i＝u，s）と定義すると，Li＝

αLiQi，Ki＝αkiQiであるから，

（土地市場）

　A-⑦，⑧より，

　　αLuQu＝&#313;u　・・………・……・………………・・…①

　　　　αLsQ5＝&#313;5　……………・…・・………・・……・…②

　　　&#313;u十&#313;s＝　&#313;　……………・…・・…………………③

（資本市場）

　A-⑦，⑪より，

　　　　ρ＝ρ　………………・・一……・…・…………・④

（TDR市場）

　A一④，⑤より

　　　　Ts＝αL，　　　　Td＝Q、

　ただし，T5はTDRの供給量，戸はTDRの需要量を

表す。
　　　　　　Qu＝α&#313;……・………・・…一………・一・⑤

［財市場需給均衡条件］

　Qud，Q5d，ぱをそれぞれ，Qu財，Q5財の需要量，RuをQu
財の価格，Ｕを消費者の効用水準，Eを支出関数とする

と，Shephard’s　lemmaより，

　　⑭・炸E（ん“σ）、、1　　・⑥

　　Q－Ql≡E（見戸σ）、＝、　　・⑰

　［利潤最大化条件コ

　A一④，A一⑨，A一⑩，A一⑫より，オイラーの法則が

成り立つため，
　　　　Pu＝γu十ραKu十Pτ　……………・……一・⑧

　　　　1＝γS　αL、十ραKS………・一・……………⑨

　ただし，Puはオフィスや住宅の家賃，7閉は開発許可地

域の地代，ｒsは環境保全地域の地代，ρは資本のレンタル

プライス，PTはTDRのレンタルプライ又である。

3．αの引き上げ及び線引きの変更と市場均衡の変化

　この節では，αの引き上げや環境保全地域の拡大が市

場均衡にどのような影響を与え，その結果として，資源

配分及び開発許可地域の地主と環境保全地域の地主の間

の所得分配等がどのように変化するかについて分析す

る。とりわけ，オフィスや住宅等の建築物の家賃がこれ

らの政策の変更によってどのような影響を受けるかにつ

いて考察する。この結果を用いて，開発許可地域と環境

保全地域の土地所有者間の所得分配を変えることなく，

環境保全地域を拡大するような政策ルールが明らかにさ

れるであろう。

　政策の変更による市場均衡の変化を考察するために，

①から⑨を対数微分して外生変数の変化による各内生変

数の変化を変化卒で表す。

　①より，

　　　　肌”十Q、＝L刎

　②，③より，

　　　　。　。　　λL。　一
　　　　仇、十Q、＝一一一一一L
　　　　　　　　　λL。

　ただし，λ〃・・ム／τ（ク：〃，∫）であり，

　　　　λ〃十λ五∫＝1

である。

　④より，

　　　　ρ＝O　………………・………・……一………⑩

　⑤よ『），
　　　　δ”＝ゴ

　⑥，⑦とA一⑬より，

　　　　Q”一Q、＝一σDR

　ただし，σDは需要の価格弾力性であり，

　　　　　＿．　QゲーQ5
　　　　σD二■　戸”

と定義される。

　⑧，⑭と包絡線定理より注1），

　　　　＾　　PリーPr　　・　　Pα　＾
　　　P”＝一　　一θ。”7α十一片
　　　　　　　片　　　　　片

　ただし，θL，、・・プ砒仇”／（R－Pτ），

　　　　　θK”＝ραK”／（R－Pτ）であり，

　　　　θL〃十θK叱＝　1

　⑨，⑭と包絡線定理より

　　　　O＝θL必

　ただし，θL弓＝㈹L，／R，飯、＝ρ炊∫／Rであり，

　　　　θム；十θκ∫＝　1
　ここで，Q財の生産に関する要素の代替の弾力性砺

　（ク＝〃，∫）は以下のように定義される。

　　　　　＿．　　Lr－K｛
　　　　σ！二＝一　　＾　　＾
　　　　　　　　7r一ρ
　これと利潤最大化に関する包絡線定理と価格弾力性の

定義に加えて，⑩を考慮すると，

　　　　α〃＝1一θゴσ言η

　　　　ακゴ＝θ〃σ言η

である。
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以上の式を使って，内生変数について解くと，次のよ

うになる。

　・　　　　　1κ”＝一一（工”一∂）⑪
　　　　　欣u軌

κ＝O　一…………・・…一……………・・…・………・・⑫

　＾　　　1　、　　λLR＝一一ぽ十μf、）⑬
　　　　　防　一　　λ。。

　＾　　　　　　片　　　　　　　λLu　　　　　　Pα一1キ　　　　θLα
Pτ＝一　　　一（∂十　　　ム”）十　　　　　・

　　　　　Pα6b　　　　　　λL、　　　　　　　　片　　　　　＆、σ、

　　　×（f”一∂）　…………・・・………………………⑭

Q”＝∂　……………・…………………・……………・…⑮

　α＝＿λ・αム　　　　　　　　　　　　　　．．⑯

　　　　　λL。

　以上の結果を用いて，以下ではαの引き上げ，あるい

は，環境保全地域の拡大の効果について分析し，最後に，

二つの地域の土地所有者間の所得分配に影響を及ぼさず

に環境保全地域を拡大するようなルールについて明らか

にする。

　まず，αの引き上げが，各地域の地代や生産物の価格，

TDRの価格，財の生産量に及ぼす影響について考察す

る。

　⑪～⑯より，αを引き上げると（a＞O），農産物価格

で測ったTDRレンタルプライスや家賃の相対価格は下

落する（PT＜O，Pu＜0）。資本レンタルプライスで測っ

た地代の相対価格は，開発許可地域では上昇するが（ru＞

0），環境保全地域では変化しない（rs＝0）。この結果，

開発許可地域の土地所有者と環境保全地域の土地所有者

の所得格差は拡大する（ru－rs＞0）。オフィスや住宅の

供給は促進されるが，農産物の生産は変化しない（Qu＞

O，Qs＝0）。これを図を用いて説明すると次のようになる。

　図3－1は，住宅・オフィスビル市場の均衡を描いたも

のである。横軸は住宅・オフィスビルの需要量及ぴ供給

量を表しており，縦軸は（農作物の価格をニューメレー

ルとした）家賃である。Dは住宅・オフィス需要曲線，

　　　　　P，　　　　　　Ts　　Ts’

P　u

　　　　　P　U

r・，a・・’十ρ，a・・’

　r・a・・十ρa“

　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q

図3－1　住宅・オフィスビル市場の均衡
　　　　　（TDR供給増の効呆）

Ts→El　　　PT一Ts’E2

PT

　　　S、。／　　　S

L．xL．x’Q

∫はTDRに対する支払いを除いた限界費用曲線，Tsは

開発許可地域で許可される住宅・オフィスの総容積であ

り，TDRの供給量でもある。図は，TDR制度がなけれ

ば均衡点はEoになるが，本稿の場合には，均衡点はE1に

なり，PTはPuとsの差分に決定されることを示してい

る。

　図3－1からわかるように，αが増加すると，これに比

例して許可される住宅・オフィスの総容積及びTDRの

供給量が増加し，TsはTs´にシフトする。この結果，TDR

が超過供給になり，価格（PT）が下落する（図では，sが

上方にシフトすることによりPuとSの間隔が小さくな

ることによって示される）。これにより住宅・オフィスの

家賃で評価した資本の実質レンタルプライス（ρ／Puは

下落するため，資本が開発許可地域に流入し，住宅・オ

フィスの供給（Qu）が増加し，その価格（Pu）は下落す

る。（新たな均衡点はＥ2）。一方，資本の流入によって，

開発許可地域の土地の限界生産力は上昇するため，開発

許可地域の地代（ru）は上昇する。これに対して，環境保

全地域では，土地の供給量が変化せず，ρも一定であるた

め，この地域に投入される資本量は変化しない。この結

果，農産物の生産は変化せず，（実質）地代（rs）も変化

しない。

　次に，環境保全地域の拡大が各地域の地代や生産物の

価格，TDRの価格，財の生産量に及ぼす影響について考

察する。

　⑪～⑯より，環境保全地域が拡大すると（Lu＜0），農

産物価格で測った家賃の相対価格は上昇する（R＞0）。

資本レンタルプライスで測った地代の相対価格は，開発

許可地域では上昇するが（ru＞0），環境保全地域では変

化しない（rs＝0）。この結果，開発許可地域の土地所有

者と環境保全地域の土地所有者の所得格差は拡大する

（ru一rs＞0）。オフィスや住宅の供給は変化しないが，

農産物の生産は増加する（Qu＝O，QS＞0）。TDRの価

格が上昇するか下落するかは確定しない。

P．　　　　　　　Ts

P　u

r・Ia・・■十ρ1a・・’

　r・a・・十ρa・・

　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q

図3－2　住宅・オフィスピル市場の均衡
　　　　　（環境保全地域拡大の効呆）

TsPT，

PT

　S↑　S

⊃　　　L・・　　　　Q

Sl

S
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　これを図を用いて説明すると次のようになる。ただし，

図3－2は図3－1と同様に住宅・オフィス市場を表して

いる。

　図3－2からわかるように，Luが減少しても，αが一定

である限りはTDRの供給量は一定であるため，Tsはシ

フトしない。この結果，住宅・オフィス供給は変化せず，

農産物の価格で測った家賃の相対価格は，当初，変化し

ない。開発許可地域の土地供給量は減少し，環境保全地

域の土地供給量は増加するので，開発許可地域の地代は

上昇し，環境保全地域の地代は下落する。開発許可地域

の地代の上昇はＳを上方にシフトさせるため，図3－2

より農産物の価格で測ったTDRの相対価格（PＴ）を下

落させる効果をもつことがわかる。しかし，Ls、の増加は

農産物の生産量を増加させ，農産物の価格を下落させる

ため，PTを上昇させる効果をもつ。よって、PTが上昇す

るかどうかは，ruの上昇による効果と農産物の価格の上

昇による効果の相対的な大きさによって決定される。す

なわち，前者の効果が後者の効果を上回ると，Pτは下落

し，後者の効果が前者の効果を上回ると，PTは上昇する。

また，農産物の価格が下落するために，最終的にはPuは

上昇する。

　最後に，二つの地域の土地所有者間の所得分配に影響

を与えずに環境保全地域を拡大するための政策ルールに

ついて検討しよう。⑪，⑫より，LU＝αならば，ru＝rs＝

0となり，環境保全地域の拡大は，両地域の土地所有者

の所得分配に対して中立的な効果をもつ。このルールは，

開発許可地域の平均容積率を一定の水準（αL/LU）に維持

しつつ，用途地域の線引きを変更する政策を意味してい

る。この政策のもとで，ん＝Oとなるのは工”の減少率と

Q”の減少率が同じであり，住宅・ビルの生産関数が一次

同次関数であるからである。また，rs＝となるのはLs

の増加率とQｓの増加率が同じであり，農産物の生産関数

が一次同次関数であるからである。

　その他の変数に与える影響は，⑬～⑯よ，以下のよ

うになる。

　一　　　f，
　R＝一
　　　　　　λ。。軌

　　　　　　　片　　　・　島＝一　　　　　L”
　　　　　　P。λ。。防

　Q”＝L、

　＾　　　λLα　＾
　Q、＝一　　　L”
　　　　　λL．

　●というルールにしたがって，環境保全地域を拡

大すると（f、＜O），鳥＞O，島＞O，δ”＜O，愈＞O

となる。この理由は，以下のように説明される。図3－3

からわかるように，TDRの供給量が減少することに

よってrは州こシフトするので，住宅・オフィスの供給

量が減少し，TDRのレンタルプライスは上昇する。一

　　　　　　　　T　s－　　　T　sP　u

P　u

　　　　　　Pし

　rLaL！・十ρaH－

r・1a・・，十ρ，a・・，

Ts一←　　　PTTs

PT一
　　S↓　S

　　　　OL・x，L・xQ

図3－3　所得分配に対して中立的な政策ルール

S，

方，農産物の生産に投入される土地が増加するため，農

産物の供給量は増加する。

　以上から，●というルールにしたがいつつ，環境

保全地域の土地供給量を増やすと，住宅・オフィスの家

賃は上昇するが，その利益はすべてTDRのレンタルプ

ライスの上昇によって吸収されるため，二つの地域の地

代は変化せず，両地域の土地所有者の所得分配は変化し

ない。

4．代替政策との比較検討

　この節では，TDR制度の代替政策として，家賃あるい

は地代に対する課税と容積率規制をとりあげ，環境保全

地域を拡大したときの二つの地域の地代の格差の変化に

ついて考察し，前節の最後で検討した，ルールに基づく

政策の効果と比較する。この結果，環境保全地域を拡大

する場合，二つの地域の土地所有者の所得分配に対して

影響を及ぽさないという意味で望ましい政策はどれかが

明らかにされる。

　まず，TDR制度や容積率規制の代わりに，住宅・オ

フィスの家賃あるいは地代に課税することによって開発

許可地域の容積をコントロールしている場合について考

えよう。この場合，TDR制度の場合と比べて，モデルは

以下の点で修正される。家賃税をτ，地代税をfとする

と，⑧は次のようになる。

　　　（1一τ）1㍉＝（1＋左）んα〃十ρακ〃

　したがって，税率の変更や環境保全地域の拡大による

市場均衡の変化を考えると，

　　　　　　　　　　＾　　　・　　　　　θ〃チ・
　　　一デτ／（1一τ）十R＝θL”7”十θK”β十　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋云

　ただし，θz”＝（1＋チ）ん仇捌／R（1一τ），

　　　　　θ〃＝ρα〃／R（1一τ）

　また，⑤は削除され，それ以外の式はもとの式のまま

である。このように修正されたモデルのもとでは，市場

均衡の変化は以下のようになる。
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　　鳥一一　θ・1　｛1ム。σ・τ、ぞ／

　　　　　　θL〃cb＋み〃σα　　　　λL8　　　　　　1一τ

　　　　　　仇〃　・　　τ　。
　　　　一　　　一チ十　　　　　τ
　　　　　　1＋f　　1一τ

　　。　　　　　　1　　　　　1　＾　　σDτ
　　7”＝一　　　　　　　｛　　L刎十　　　ぞ｝
　　　　　　θLα（布十臥ασ〃　　　　λL8　　　　　　1一τ

　　　　　　左　　。
　　　　一一一チ
　　　　　　1＋’チ

　　氏＝O

　＾　　＾　　　　　　　氏〃σα　　　　　　　1　　＾　　　　σbτQ－L一θ、必。欣凧｛λ、、L＋1一、デ｝

　　　　　映ασ砒ナ・
　　　　十一一チ
　　　　　　1＋f

　＾　　　λL。　＾
　α＝一　　　1〃
　　　　　λL。

　上式より，家賃税を課す場合には，環境保全地域の拡

大に応じて家賃税を

　　　　　　　1一τ　　　デ＝一一　　f加　　　　　　　　　　⑰
　　　　　　τλL。σD

にしたがって上昇させると，●となり，両地域の

土地所有者の間の所得分配は変化せず，ルールに基づく

TDR制度の場合と同じ資源配分を達成することができ

る。
　同様にして，地代税を課す場合には，地代税を

　　　。　　　　　　　1＋’　　　チ＝＿一　　　　　　　f”　　　　　⑱
　　　　　　左（欣”σ、十σDθL、）λL、

にしたがって上昇させると，●となり，両地域の

土地所有者の間の所得分配は変化せず，前節の最後で述

べたルールに基づくTDR制度の場合と同じ資源配分を

達成することができる。

　次に，TDR制度や家賃税，地代税の代わつに容積率規

制のみが実施されている場合を考えよう。規制される容

積率の水準をXとすると，容積率規制の条件から，

　　　Q刎＝LX

が付加され，⑧は

　　　P伽＝んα〃十ραK〃
のように修正され，⑤のTDR市場に関する条件式は削

除される。それ以外の式はもとのままである。上の2式

について，容積率規制の変更や環境保全地域の拡大が市

場均衡に与える影響を考えると，

　　　δ刎＝f”十ズ

　　　　　　　　　　　　　　　　ρ五。　　・
　　　鳥＝θ。刎デ閉十θ。刎β十（θ。閉一　　）X
　　　　　　　　　　　　　　　P．Qα＾

が成立する。修正されたモデルを解くと，市場均衡の変

化は以下のようになる。

　　　　　1　　　　　　1鳥＝一　　　f”一　　ズ
　　　　λL。σD　　　　σD

．　　　　　1　　＾　　　1
7。＝　　　　　　工”一
　　　θL〃λL8σb　　　　　ObθLα

　　　　　　　　ρLα　　　・
　　十（1一　　　　　　コX　　　　　…⑲
　　　　　　　PαQハθ。。

え＝O

◎”＝f”十ズ

＾　　　λLαα＝一　　f”
　　　　λL。

　上式より，規制されている容積率の水準を一定にしつ

つ●，環境保全地域を拡大すると，前節の最後で

述べたルールに基づくTDR制度と同じ資源配分を達成

することができる。しかし，⑲式からわかるように，容

積率規制の場合は，容積率が規制されることによって発

生するレントはすべて地代に吸収されるため，その分だ

け環境保全地域の地代は上昇する。したがって，容積率

規制のもとで環境保全地域を拡大すると，二つの地域の

土地所有者の所得格差は拡大し，所得分配上，環境保全

地域の土地所有者は不利益を被ることになる。

　以上から，環境保全地域を拡大する場合，⑰式による

増税をともなう家賃税や⑱式による増税をともなう地代

税は，二つの地域の地代や資源配分に与える影響に関し

て，前節の最後で述べたルールに基づくTDR制度と同

じ機能をもつことがわかった。一方，容積率規制の場合

は，資源配分の観点からはTDR制度や家賃税，地代税と

同じ機能をもつが，二つの地域の所得格差を拡大する効

果をもつ。したがって，容積率規制は，所得分配の観点

から望ましい政策であるとはいえない。

　また，家賃税や地代税に関しては，理論的にはTDR制

度と同様に望ましい政策であるといえるが，現実的には，

以下の理由から，TDR制度ほど優れているとはいえな

い。家賃税の場合は，⑰式にしたがって増税しなければ

ならないが，真の●を知ることは困難であるので，地代

や資源配分に対して，TDR制度と同じ機能を発揮する

ことはほとんど不可能である。また，地代税の場合には，

地代上昇に対して100％課税すれば，⑱式を満たすが，現

実には，地代自体を把握することができないので，この

ような課税自体が困難になり，TDR制度と同じ機能を

発揮することは不可能である。これに対して，TDR制度

の場合は，政府が吻や地代に関する情報を知ることな

しに，TDRの市場取引を通して自動的に，二つの地域の

土地所有者の所得分配を変化させることなく，環境保全

地域を拡大させることができる。

　したがって，TDR制度は，ここで検討した代替的な政

策と比較して，最も優れた制度であるといえよう。
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5．結語

　本稿で得られた主要な結論を要約しておこう。まず第

1に，土地1単位あたり土地所有者に与えるTDRを増

加させると，住宅やオフィスの供給が促進され，家賃は

下落する。しかし，環境保全地域の地代は変化しないが，

開発許可地域の地価あるいは地代が．上二昇するので，両地

域の土地所有者の所得格差は拡大する。

　第2に，環境保全地域を拡大すると，開発許可地域の

土地供給量が減少するため，住宅やオフィスの供給は減

少し，家賃は上昇する。また，環境保金地域の地代は変

化しないが，開発許可地域の地価あるいは地代が上昇す

るので，両地域の土地所有者の所得格差は拡大する。

　第3に，環境保全地域を拡大する場合に，α＝Luを満

たすようにαを引き下げる，すなわち，平均容積率を一

定に維持するようにTDR供給量を減少させると，二つ

の地域の地代を変化させることなく線引きを変更するこ

とができる。したがって，このようなルールに基づく

TDR制度のもとでは，土地所有者間の所得分配を変化

させることなく，環境保全地域を拡大させることができ

る。このとき，TDR供給量の減少にともなって，住宅や

オフィスの供給量が減少し，家賃が上昇する。

　第4に，TDR制度の代替政策として，家賃税や地代税

を考える場合，環境保全地域の拡大にともなって，⑰式

や⑱式にしたがって増税をすれば，理論的にはTDR制

度と同じ政策効果を実現することができる。しかし，現

実にはこのような課税は不可能であるので，家賃税や地

代税によってTDR制度と同じ政策の効果を実現するこ

とは困難である。

　第5に，他の代替政策として容積率規制を導入するこ

とによって，環境保全地域を拡大する場含，TDR制度と

同じ資源配分を実現することができる。しかし，容積を

規制することによって発生するレントが地代に吸収され

るために，環境保全地域の地代が上昇する結果，二つの

地域の土地所有者間の所得格差が拡大する点に注意すべ

きである。

　以上の結果から明らかなように，α＝Luというルー一ル

に基づくTDR制度は，所得分配の観点から他の代替的

な政策と比較して，最も優れた制度である。
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